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お知らせなど

 
■
こ
ど
も
新
聞
記
者

　
「
こ
ど
も
農
業
新
聞
第
４
号
」を
発

行
し
、
市
内
小
学
生
に
配
布
し
ま

す
。

　

新
聞
に
は
、
夏
休
み
期
間
中
、
こ

ど
も
記
者
が
取
材
し
た
内
容
を
中
心

に
、
各
校
の
学
童
農
園
の
様
子
や
農

家
の
方
々
へ
の
取
材
記
事
を
掲
載
す

る
予
定
で
す
。

　

概
ね
小
学
３
〜
６
年
生
対
象
※
申

込
多
数
の
場
合
は
抽
選
／
７
月　

日
１１

�
ま
で
に
産
業
振
興
課
へ

■
指
定
管
理
者

　

平
成　

年
４
月
か
ら
管
理
運
営
を

２１

行
う
指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま
す
。

　

施
設
名
・
期
間
・
申
込
み
先
は
左

表
の
と
お
り
／
募
集
要
項
の
配
布
…

７
月
７
日
�
ま
で
※
土
曜
・
日
曜
日

を
除
く
／
申
込
み
…
７
月　

日
� 

１６

〜　

日
�
に
各
申
込
み
先
へ
※
詳
細

１８
は
募
集
要
項
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。（

企
画
調
整
課
）

■
指
定
管
理
者
選
定
委
員

　

市
で
は
、
公
の
施
設
の
指
定
管
理

者
の
候
補
者
を
選
定
す
る
選
定
委
員

会
を
設
置
し
、
そ
の
審
議
を
行
う
市

民
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

　

開
催
日
程
…
７
月
下
旬
〜　

月
初

１１

旬
の　

回
程
度
※
審
議
は
日
中
を
予

１４

定
／
市
内
在
住
者
対
象
／
４
人
※
申

込
多
数
の
場
合
は
書
類
選
考
／
１
回

３
千
円
／
７
月　

日
�
（
必
着
）
ま

１０

で
に
郵
送
で
。
作
文
「
市
民
が
求
め

る
公
の
施
設
の
サ
ー
ビ
ス
と
は
」（
１

千
字
程
度
）、
住
所
、
氏
名
（
ふ
り
が

な
）、
年
齢
、
電
話
番
号
を
記
入
し
、

〒　

―
８
６
８
６
日
野
市
役
所
企
画

１９１
調
整
課
へ

■
学
童
ク
ラ
ブ
臨
時
職
員

　

内
容
…
学
童
ク
ラ
ブ
で
の
児
童
の

育
成
・
指
導
／
資
格
…
�
�
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方
�
教
員
免
許
ま
た

は
保
育
士
資
格
を
有
す
る
�
免
許
な

ど
は
無
い
が
、
そ
れ
に
相
当
す
る
子

育
て
経
験
な
ど
を
有
す
る
／
勤
務
場

所
…
市
内
の
学
童
ク
ラ
ブ
／
勤
務
日

時
…
週
２
日
（
月
曜
・
土
曜
日
）
ま

た
は
週
５
日
（
月
曜
〜
金
曜
日
）
の

正
午
〜
午
後
６
時
／
時
間
単
価
…
資

格
あ
り　

円
、
資
格
な
し　

円
※
賞

９５０

８９０

与
年
２
回
、
交
通
費
全
額
支
給
、
有

給
休
暇
あ

り

、
週
５
日
勤
務
は
社
会
保

険
加
入
／
履
歴
書
、
免
許
等
保
持
者

は
教
員
免
許
な
ど
の
写
し
も
添
付

し
、
〒　

―
８
６
８
６
日
野
市
役
所

１９１

２
階
子
育
て
課
へ
持
参
ま
た
は
郵
送

■
日
野
市
障
害
者
生
活
・
就
労
支
援

事
業
運
営
団
体

　

障
害
者
の
就
労
機
会
の
拡
大
を
図

り
、
就
労
と
生
活
面
の
支
援
を
行
う

「（
仮
称
）
日
野
市
障
害
者
生
活
・
就

労
支
援
セ
ン
タ
ー
」
が
今
秋
開
設
予

定
で
す
。
事
業
を
運
営
す
る
団
体
を

募
集
し
ま
す
。

　

方
法
…
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
※
詳

細
は
問
い
合
わ
せ
を
／
社
会
福
祉
事

業
な
ど
の
実
績
を
有
す
る
社
会
福
祉

法
人
や
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
対
象
／

７
月　

日
�
ま
で
に
所
定
の
提
案
書

１８

（
市
役
所
２
階
障
害
福
祉
課
に
あ

り
）
を
障
害
福
祉
課
へ

■
み
ど
り
体
験
交
流
事
業
参
加
児
童

　

小
学
生
を
対
象
に
都
内
の
森
や
海

で
、
地
球
温
暖
化
対
策
に
つ
い
て
学

び
ま
し
ょ
う
。

　

各
締
切
日
ま
で
に
郵
便
番
号
、
住

所
、
参
加
者
名
、
電
話
番
号
、
学
年
、

性
別
、
保
護
者
名
、
代
表
者
の
名
前

を
記
入
し
、
〒　

―
８
６
９
１
豊
島

１７０

郵
便
局
私
書
箱　

号
「
み
ど
り
体
験

５７

交
流
事
業
」
係
へ
※
詳
細
は
、
み
ど

り
東
京
・
温
暖
化
防
止
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://all6

2.jp/

）
か
、
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
�　
０３

・
５
９
４
９
・
１
３
４
３
平
日
午
前

９
時　

分
〜
午
後
５
時　

分
）
へ

３０

３０

 
■
平
成　

年
度
東
京
都
立
霊
園
募
集

２０

日
程
に
つ
い
て

　

申
込
み
の
し
お
り
を
配
布
…
７
月

　

日
�
ま
で
市
役
所
３
階
環
境
保
全

１４課
、
市
役
所
１
階
市
民
相
談
、
七
生

支
所
、
豊
田
駅
連
絡
所
／
募
集
期
間

…
７
月　

日
�
ま
で
／
�
東
京
都
公

１４

園
協
会
公
園
事
業
部
（
�　

・
３
２

０３

３
２
・
３
１
５
１
）

■
戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰
霊
〜
友
好

親
善
事
業
参
加
者
募
集

　

戦
没
者
の
遺
児
を
対
象
に
、
戦
没

定員対象日　　程内　　容

３０人小４～６７／２５～２７（２泊３日）山の体験　奥多摩町

８０人小４～６７／２８～３０（２泊３日）里の体験　八王子市

３０人小５・６８／３～６（３泊４日）海の体験　新島村

４０人小４～６８／９（１日）都市の体験　板橋区※

３０人小４～６８／１１～１３（２泊３日）山の体験　檜原村

３０人小５・６８／１８～２１（３泊４日）海の体験　三宅村

４０人小４～６８／２３（１日）都市の体験　江戸川区※

３０人小５・６８／２４～２７（３泊４日）海の体験　神津島村

※親子で参加可

し
た
旧
戦
域
を
訪
れ
、
慰
霊
追
悼
・

地
域
住
民
と
の
友
好
親
善
を
は
か
る

事
業
へ
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

費
用
…
賛
助
金
と
し
て
一
律　

万
円

１０

（
沖
縄
は
５
万
円
）
／
実
施
地
域
…

旧
満
州
、
旧
ソ
連
、
中
国
、
マ
リ
ア

ナ
諸
島
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
ボ
ル
ネ

オ
・
マ
レ
ー
半
島
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、

ト
ラ
ッ
ク
諸
島
、
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
、

パ
ラ
オ
諸
島
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
沖

縄
ほ

か

／
日
本
遺
族
会
事
業
課
事
業
係

（
�　

・
３
２
６
１
・
５
５
２
１
）

０３

 
■
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
通
知
書

を
発
送
し
ま
す
〜
納
税
に
ご
協
力
を

　

平
成　

年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

２０

納
税
通
知
書
を
７
月　

日
�
に
世
帯

１４

主
宛
に
お
送
り
し
ま
す
。

　

普
通
徴
収
の
第
１
期
の
納
期
限
は

７
月　

日
�
で
す
。
１
年
分
を
一
括

３１

納
付
で
き
る
全
納
納
付
書
の
取
り
扱

い
期
限
は
７
月　

日
�
で
す
。

３１

▼
国
民
健
康
保
険
税
の
仕
組
み
が
変

わ
り
ま
し
た

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設
で

国
民
健
康
保
険
税
の
仕
組
み
も
変
更

に
な
り
、
平
成　

年
２０

度
か
ら
「
後
期
高
齢

者
支
援
金
分
」
の
区

分
を
新
設
し
ま
し

た
。

　

国
民
健
康
保
険
税

の
税
率
な
ど
は
、
市

町
村
で
定
め
て
い
ま

す
。
日
野
市
の
税
率

な
ど
は
下
表
の
と
お

り
で
す
。な
お
、
平

成　

年
度
の
「
医
療

２０
保
険
分
」
と
「
後
期

高
齢
者
支
援
金
分
」

を
合
わ
せ
た
税
率
な

ど
は
、
平
成　

年
度

１９

の
「
医
療
保
険
分
」

の
税
率
な
ど
と
同
じ

に
な
り
ま
す
。

▼
そ
の
他
の
変
更
点

　

平
成　

年
１
月
１
日
時
点
で　

歳

１７

６５

以
上
の
年
金
受
給
者
で
あ
り
、
平
成

　

年
度
分
の
住
民
税
の
算
定
に
あ
た

１７り
公
的
年
金
な
ど
特
別
控
除
の
適
用

の
あ
っ
た
方
は
、
公
的
年
金
等
控
除

の
見
直
し
に
伴
う
経
過
措
置
と
し

て
、
平
成　

年
度
は　

万
円
、
平
成

１８

１３

　

年
度
は
７
万
円
を
控
除
し
て
国
民

１９健
康
保
険
税
を
計
算
し
て
い
ま
し
た

が
、
こ
の
控
除
は
平
成　

年
度
か
ら

２０

廃
止
に
な
り
ま
し
た
。

■
国
民
健
康
保
険
税
の
計
算
方
法

　

国
民
健
康
保
険
税
は
世
帯
単
位
で

計
算
さ
れ
ま
す
。
保
険
税
の
課
税
額

は
、
�
所
得
割
額
�
資
産
割
額
�
均

等
割
額
�
平
等
割
額
か
ら
な
っ
て
い

ま
す
（
上
表
参
照
）

　
　

歳
未
満
の
方
と　

歳
以
上
の
方

４０

６５

は
「
医
療
保
険
分
と
後
期
高
齢
者
支

援
金
分
」
を
、　

歳
以
上　

歳
未
満

４０

６５

（
介
護
保
険
第
２
号
被
保
険
者
）
の

方
は
「
医
療
保
険
分
、
後
期
高
齢
者

支
援
金
分
と
介
護
保
険
分
」
の
合
計

額
と
な
り
ま
す
。

▼
「
旧
被
扶
養
者
」
の
い
る
世
帯
は

申
請
に
よ
り
税
額
が
減
免
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す

　

政
府
管
掌
健
康
保
険
・
組
合
健
康

保
険
・
共
済
組
合
な
ど
の
被
用
者
保

険
本
人
で
あ
っ
た
方
が
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
加
入
し
た
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
扶
養
家
族
で
あ
る　

歳
以

６５

上
の
被
扶
養
者
の
方
が
新
た
に
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
た
場
合
に
は
、

申
請
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
税
の
一

部
が
減
免
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
を
。

▼
生
活
が
困
窮
し
た
と
き
は
相
談
を

　

生
活
が
著
し
く
困
窮
し
、
保
険
税

を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
制
度
が　
１０

月
か
ら
始
ま
り
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ

る　

歳
以
上
の
世
帯
主
が
年
間　

万

６５

１８

円
以
上
の
公
的
年
金
の
支
払
い
を
受

け
て
い
る
場
合
、　

月
支
給
分
の
年

１０

金
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
を
特
別
徴

収
（
天
引
き
）
し
ま
す
。

　

な
お
、
次
の
方
は
特
別
徴
収
の
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

�
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
な
い
場
合

�
世
帯
内
に　

歳
未
満
の
被
保
険
者

６５

が
い
る
場
合

�
世
帯
主
が
当
年
度
中
に　

歳
に
到

７５

達
す
る
場
合

�
介
護
保
険
の
保
険
料
と
国
民
健
康

保
険
の
保
険
税
を
合
算
し
た
金
額
が

年
金
支
給
額
の
２
分
の
１
を
上
回
る

場
合

�
世
帯
主
が
介
護
保
険
の
特
別
徴
収

対
象
者
で
な
い
場
合

（
保
険
年
金
課
保
険
税
係
）

■
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

が
困
難
な
方
へ

▼
免
除
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

免
除
制
度
に
は
、
保
険
料
の
全
額

が
免
除
さ
れ
る
全
額
免
除
と
、
保
険

料
の
一
部
を
納
付
す
る
こ
と
に
よ

り
、
残
り
の
保
険
料
が
免
除
と
な
る

一
部
納
付
が
あ
り
ま
す
。

　

一
部
納
付
に
は
、
４
分
の
１
納

付
、
半
額
納
付
、
４
分
の
３
納
付
の

３
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　

承
認
は
、
本
人
、
配
偶
者
、
世
帯

主
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
の
所
得
に
基
づ

き
判
定
さ
れ
ま
す
。

▼
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
〜　

歳
未

３０

満
の
方
が
対
象

　

同
居
の
世
帯
主
の
所
得
に
か
か
わ

ら
ず
、　

歳
未
満
の
本
人
お
よ
び
配

３０

偶
者
の
所
得
が
全
額
免
除
基
準
以
下

の
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
納

付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

　

申
請
は
毎
年
必
要
で
す
が
、
全
額

免
除
と
納
付
猶
予
に
限
り
、
毎
年
の

申
請
は
不
要
で
す
。
承
認
期
間
は
、

７
月
か
ら
翌
年
の
６
月
ま
で
で
す
。

（
立
川
社
会
保
険
事
務
所
�　

・
０

５２３

３
５
７
、市
保
険
年
金
課
年
金
係
）

指定期間募集要項の配布・申込先施　　設　　名

平成２１年４月１日～
平成２６年３月３１日(５年間)

市役所５階文化スポーツ
課

八ヶ岳高原大成荘

平成２１年４月１日～
平成２４年３月３１日(３年間)

市民プール

体育施設１１施設一括（グラウンド８
施設テニスコート３施設）

市民ギヤラリー

地域協働課（生活・保健セ
ンター内�５８１－４１１２）

交流センター６施設一括（豊田駅
北、南平駅西、東町、落川、新町、平山）

市役所３階産業振興課勤労・青年会館

市役所２階高齢福祉課
福祉センター２施設一括（中央福祉
センター、湯沢福祉センター）

●国民健康保険税の計算方法（年間分）

介護保険分＝①＋②
（限度額９万円）

後期高齢者支援金分＝①＋②
（限度額１２万円）

医療保険分＝①＋②＋③＋④
（限度額４７万円）

①所得割額：所得に
応じて計算する額
（前年の総所得金額
－基礎控除３３万円）
×１.００／１００

①所得割額：所得に応じて計
算する額（前年の総所得金額
－基礎控除３３万円）×１.０／
１００

①所得割額：所得に応じて計
算する額（前年の総所得金額
－基礎控除３３万円）×４.０／
１００

②資産割額：固定資産税額に
応じて計算する額（本年度の
固定資産税額）×１０.０／１００

②均等割額：（該当
者の人数）×１０，８００
円

②均等割額：世帯の加入者に
応じて計算する額（加入者の
人数）×４，８００円

③均等割額：世帯の加入者に
応じて計算する額（加入者の
人数）×１４，４００円

④平等割額：１世帯に８，４００円
が課せられます

平成１９年度平成２０年度内　容区　分
１００分の５１００分の４所得割

医療保険分
１００分の１０１００分の１０資産割
１９，２００円１４，４００円均等割
８，４００円８，４００円平等割

５３０，０００円４７０，０００円限度額
１００分の１所得割後期高齢者

支援金分
【新設】

４，８００円均等割
１２０，０００円限度額

１００分の１１００分の１所得割
介護納付金分
【変更なし】

１０，８００円１０，８００円均等割
９０，０００円９０，０００円限度額

平成２０年度国民健康保険税の年金からの天引き（特別徴収）条件
すべてが「はい」の方は、国保税が年金から天引きされます（１０
月支給分から開始）

いいえはい世帯主が国保の被保険者である

いいえはい
世帯主は昭和９年４月１日～昭和１８年４
月２日生まれである

いいえはい
世帯内に昭和１８年４月３日以後生まれの
国保被保険者がいない。

いいえはい
１年間に受け取る年金額は１８万円以上で
ある

いいえはい
国保税と介護保険料の合計額が年金額の
２分の１以下である


